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研究成果の概要（和文）：　我が国における農作業事故を取り巻く保険・法制度の現況を整理するとともに，先
行する諸外国における農作業安全対策の実態を調査した。その結果，我が国の農業分野においては，法的な根拠
に基づいた農作業安全対策や事故原因を究明するための施策，すなわち事故情報を体系的に収集・共有・活用す
る社会的な仕組みが未整備であることを明らかにした。
先行する諸外国の対策を踏まえ，我が国においても農作業安全に関する法令を制定し，これに基づいた公的機関
による事故調査と防止対策の展開，また事故発生時に備えた保険制度の拡充，安全意識向上のための教育の徹底
等，農作業事故の問題を社会的な仕組みのなかで捉えることの重要性を指摘した。

研究成果の概要（英文）：　In addition to summarising the current status of the insurance and legal 
systems relating to agricultural accidents in Japan, we also examined the current status of 
agricultural safety measures in other countries that are ahead of Japan. As a result, we found that 
the Japanese agricultural sector lacks legally based agricultural safety measures, measures to 
investigate the causes of accidents, and a social system to systematically collect, share and use 
information on accidents.
　Based on measures taken in other countries, he pointed out the importance of establishing laws and
 regulations on agricultural safety in Japan, developing accident investigation and prevention 
measures by public organisations based on these laws and regulations, expanding the insurance system
 in case of accidents, and providing thorough education to raise safety awareness. He also pointed 
out the importance of considering the problem of agricultural accidents in the context of a social 
system.

研究分野： 農村計画

キーワード： 農作業安全　農作業事故　法令・社会制度

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
我が国における農作業事故による死亡者数は，農業就業者10万人あたり11.1人と全産業平均の約10倍に相当し，
近年は漸増傾向にある。本研究の成果は，これまで農業経営のリスクとして看過されてきた農作業事故の問題を
「農業経営のなかで最もシビアで回復不可能なリスクである」と位置づけ，これを抑止するための課題を諸外国
で行われている農作業安全対策を踏まえて明らかにしたことにある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 我が国では農作業事故により毎年 240 名を超える人命が失われている。農業経営のなかで最
もシビアで回復不可能なリスクは，農作業事故により農業経営者が死傷することである。我が国
では経営者イコール従事者である経営形態が多いため，農業従事者の死亡は経営・生計破綻に直
結する。農業従事者の減少と高齢化が急速に進む今日，我が国の根幹を担う農業の安定性・持続
性を保つためにも，農作業事故を抑止することが喫緊の課題となっている。 
 事故抑止には，現実に起きた事故事例を収集し，事故の発生プロセスを紐解くことで原因を特
定し，原因を排除する方法を明らかにすることが重要である。しかし我が国では農作業事故発生
に関する正確な調査や統計資料は存在しておらず，事故原因の究明はおろか事故事例の集積さ
え充分に進められていない。 

1971 年以降における産業別死亡者数を比較すると，建設業をはじめとする他産業ではその死
亡者数を大幅に減じてきたにもかかわらず，農業は過去 50 年弱にわたり高位安定の状況にある。
事故を大幅に減じてきた他産業では，法制度に基づいた安全管理が徹底されるとともに業界全
体で情報収集を行い，これに基づいた安全衛生教育が展開されている。具体的に建設業では，従
業員雇用に伴う労働安全衛生法の適用，
労働基準法の遵守，事業主による労災保
険加入，事故発生時における監督官庁へ
の報告などが義務付けられている。また
業界全体で協会等を設立し，組織的に事
故事例を収集し失敗の教訓を業界全体
で活かす工夫が講じられている。これに
対し農業は，事業主体や労働内容の特殊
性から①労働基準法や労働安全衛生法
の適用除外となっている。さらに経営者
と従業員の区別がない個別事業体が多
いために②労災保険の加入も任意とな
っている。また「事故は技量不足で起こ
るもの」という通念が強く，事故を恥じ
る意識が根強く③失敗の経験が個人に
内部化されてしまうこと，その結果とし
て貴重な経験知を④教訓として共有す
る仕組みがつくられてこなかった。 
 
２．研究の目的 
 そこで本研究では，農作業事故を抑止
するために，農作業事故により得た経験
知を広く集め社会全体で教訓とするた
めの仕組み，つまり農作業事故の情報収
集・活用システム構築に向けた課題を明
らかにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
この目的にアプローチするため，農業

工学・圃場機械学・農村計画学・農業経
済学などの分野から，①農業者への対面
調査，②経験知（情報）の収集・活用を
行う社会制度的な仕組みを構築するた
めの課題を明らかにする。①対面調査で
は，実際の事故情報を収集し，事故の発
生状況や事故に対する農業者の認識，情
報提供に対する規範などを明らかにす
る。またこれに基づいて，農業機械を安
全に利用するための作業環境について
検討を行う。②社会制度については，農
作業安全について先行している諸外国
の農作業安全法令の制定状況と運用実
態を明らかにし，我が国への援用方法を
検討する。 
 

 

図１ 研究構成の概要 
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４．研究成果 
 農作業事故の情報収集・活用システム構築に向けた課題を明らかにするため，農業者への対面
調査および諸外国における農作業安全対策について調査を行った。事故実態と事故情報の収集
をめぐる課題については下記（１）と（２）に，諸外国における農作業安全法令の制定状況の運
用実態を（3）と（4）に整理した。 
 
（1）対面調査によるヒヤリハット事例 
 対面調査に基づいてヒヤリハット事例
を収集した。その結果，６名の農業者から
40 事例のうち水田と進入路の接続部分に
危険を感じると指摘されたものが７事例
あった。危険と指摘された事例のうち測
量可能なものは４事例（No.12，26，28，
46）であったことから，同所を利用する農
業者３名が挙げた改善箇所２事例
（No.16，26’），危険回避箇所１事例
（No.12’）の７事例について乗用型田植
え機のピッチング角（図 2）を算出した。 
その結果，危険事例 No.12，26，46 で

は田植機のピッチング角が 20%以上とな
る地点が 3 地点以上連続していた．事例
16，12’の改善・回避箇所でも部分的にピ
ッチング角が 20%以上となる地点が存在
したが，20%以上の傾きが 3 点以上連続し
ている地点は確認されなかった。一方，危
険と指摘された事例 No.28 のピッチング
角は他の危険事例と同様の傾向が見られ
なかったことから，ピッチング角以外の
要因が危険感を規定しているものと推察
された。入退出時に車両姿勢が不安定に
なる箇所においては，危険回避のための
農業者の直営施工により地盤補強のため
の石入れなどの改善が行われている実態
を把握した（図３）。 
 
(2)被害情報の収集と共有に関する課題 
 栃木県と茨城県で発生した農作業事故
と盗難被害の発生地点について分析を行
った。カーネル密度分析の結果，農作業事
故の発生地点については明確な傾向は確
認されなかったが，盗難被害については特
定のエリアで多発している傾向が示唆さ
れた（図 4）。盗難に遭った機種は乗用ト
ラクタが卓越しており，これにホイールロ
ーダが続いた（表１）が，集落毎の所有台
数との間に明瞭な相関は確認できなかっ
た。盗難事例のなかには，隣接する集落で
時期を違えず連続的に盗難が発生してい
る事例も確認された。このことから盗難被
害防止対策を講じるうえでは，農作業安全
対策と同様，被害情報を迅速かつ網羅的に
収集し，これを関係者間で共有する仕組み
が重要と考えられた。 
 
 
 
 
 

図２ 田植え機のピッチング角の推移 

 
図３ 直営施工による危険回避のための現場改善 

 
表 1 農業用車両の盗難台数と盗難比率 

 
乗用トラクタ ホイールローダ 

盗難台数 盗難比率 盗難台数 盗難比率 
栃木 244(93.3%) 0.0235 2(5.3%) 0.0060 
茨城 318(92.2%) 0.0026 19(5.5%) 0.0032 
※盗難比率＝機種別盗難台数／機種別加入機数 
※カッコ内は５機種に占める構成比。 

 

図４ カーネル密度分析に基づく盗難多発エリア 
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(3)アイルランドの農作業安全対策 
アイルランドにおける農作業安全対策

に関する社会システムを明らかにするた
めに現地調査を行った。 
現地調査では，農作業安全担当大臣，

農業食料開発局（TEAGASC）ならびに安全
衛生庁（HSA）の農作業安全部門の担当者，
ダブリン大学の大学教員，農家らに対し
て聞き取り調査を行った。その結果，①
農業従事者数は労働人口の約 5〜6％だ
が，労働災害による死亡者数の 50％を占
めていること，②農作業中の死亡事故の
半数以上は農作業用のトラクタや車両な
どが占めていること，③過去 5年間では，
農作業中の死因の 65％は 18 歳未満の子
供と 65 歳以上の高齢農家であることが
明らかとなった。またアイルランドにお
ける 10 万人あたりの死亡事故発生率は
全産業のなかでも高く（表２），これに対
応するため 2005 年に労働安全に関わる
法律(SHWWA)が制定されていた。この法律
は，全農家が安全に関する文書（リスク
アセスメント）の作成と従業員に周知す
ることを義務付けたものである。 
政府機関である安全衛生庁（HSA）には，

この法律の遵守状況を査察する検査官のほか，死亡事故調査を行う特別捜査官が配置されてい
た。検査官は事前通知なしに農場への立ち入りやステートメントの開示要求，また違反が確認さ
れた場合には現場にて改善通知と禁止通知を発出する権限を有していた。特別捜査官は調査当
時 28 名が在籍し，農作業死亡事故の悉皆調査を行っていた。さらに安全衛生庁（HSA）では，SNS
等を通じた農作業安全の広報活動を活発に展開していた。これら活動は，社会全体に農作業安全
の重要性を周知するための戦略の一環と考えられた。 
また大学教育では農作業安全に関する法令やリスク評価の方法を学ぶカリキュラムが構築さ

れ，TEAGASC などの研究機関ではナッジ理論を応用して農家の行動変容を促すためのプロジェク
トが展開されるなど，様々な主体が連携して「政策・法制度」，「公的調査」，「規範・意識醸成（教
育）」に取り組んでいる実態を明らかにした（表３） 

 
(4)台湾と韓国における農作業安全対策 
台湾では行政院農業委員会の農業者保険担当部局，農家および農作業事故 問題を研究する研

究者・産業医に対して聞き取り調査を行った。その結果，台湾では 2018 年に「農民職業災害保
険制度」が新設され，農作業中の怪我，病気，死亡などに対し保険金が支払われる制度が確立さ
れ，これに伴い保険申請データから農作業事故の発止状況が把握できる状況であることがわか
った。ただし，台湾では農地の宅地化の進展から農地価格が高く，地主が農地を資産として保有
し続けることを背景に，農作業委託が進行していることから，農作業保険制度の加入対象者を明
確にすることが難しいという問題があった。また保険制度がまだ新しいため，他の保険制度との
棲み分けが整理されておらず，制度が複雑化していることも，保険データに基づく事故発生状況
の把握を困難にしていた。さらに，事故を隠蔽する風潮や，外国人労働者の不法雇用等の問題も，
事故状況の把握を困難にする要因であることがわかった。 
韓国では 2016 年に「農漁業者の安全保険及び安全災害予防に関する法律」が施行され，2022

年には「農漁業者安全保険法」が改正され農作業安全ならびに事故予防に関する法的根拠を整備
していた。これにより全ての農業者を対象とした保険制度が整えられるともに，官公庁による農
作業事故の原因調査と統計調査の実施，事故防止対策を組織的に展開することが可能なシステ
ムが構築されていた。 
 

 

表２ 農作業死亡者数の推移（Ireland） 

表３ 農作業安全に関わる主体と役割（Ireland） 
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